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コメダ珈琲店さん 
からのお知らせ 

 

次ページに 

続きます。 

11月19日(木)に第1 

1回コメダde勉強会

＆相談会を左記のと

おり開催しましたの 

でご報告いたします。 

場所はコメダ珈琲店の阪南店さん。 

｢会社設立とは。法人設立とは。｣ 

というテーマの２時間講義でした。 

月曜日の午前中という一番お忙し 

い時間帯にもかかわらず、７名も 

の方が参加してくださいました。 

｢もう一人の私、みんなで私｣という 

サブタイトルで、法人となった後の 

ことまで詳しくお話しできました。 

 

専門的な内容ながらテーマがとても 

身近だったからか、皆さん積極的に 

意見と質問を寄せてくださいました。 

中には本気で起業を考えている方も ! 

 



 

 

 

お知らせパート 2 

 前ページ 

からの続き。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回、第12回のコメダde勉強会＆相談会は「遺言と成年後見制

度」というテーマで2月に開催を予定しています。阪南市商工会 

の「まちゼミ」とのコラボ開催です。お楽しみにお待ちください。 

師匠である秦の事務所を承継 

し、拠点を岸和田市に移転し 

たうえ、プロデューサーの中 

村を雇用し、行政書士３人で 

新体制をスタートさせました。 

よろしくお願いいたします！ 



 

勉強会＆相談会を終えて 
先日、第11回「コメダde勉強会＆相談会」が終了いたしました。 
雨の中、7名の参加者さんに来ていただき、 
「会社設立とは。法人設立とは。～もう一人の私、みんなで私～」 
というテーマで、会社や法人とは、その特色・違い、設立の流れなどをお話ししました。 
会社は身の回りにたくさんありますし、あって当たり前と思われるものですが、そもそも法人とは何なのか、会社の種類、一
般社団法人、NPO法人など、会社とは違う団体があること、各法人の違いや特色があり、もし将来何か事業を興すとしたら、
どの法人を選べばいいのか、などのお話をしました。 
設立にかかるお金、時間、そのほかに「ネーミングから来るイメージ」が実際にあるので、それを踏まえて考えて欲しいこと、
設立の際に悩むときは、また私に相談していただきたいとお話しし、勉強会は終わりました。 
参加者さんからは、株式会社と合同会社の違いは、大きな違いがあると思っていたけれど、実際はあまり大きな差がないなと
思ったこと、それだけに、作るときに少しでもお金を安くしようと思ったら、合同会社にするかなあ～という感想をいただき
ました。 
講義の中で、このように真剣に考えてくださったことが嬉しかったです。 
 
今回は、10月に事務所を移転し、行政書士3人の新体制となったタイミングでの勉強会でした。 
新体制にするときにも、いろいろ考えたのです。 
今までは個人開業行政書士が3人いたわけですが、これを一緒にするとなると、法人化した方がいいのか、そうでないのか。 
「行政書士法人」と言って、行政書士も仕事をするうえで、事務所を法人にすることができるのですが、検討を重ねた結果、
今回のタイミングでは、法人にはしませんでした。 
個人事業主である所長の私が、秦と中村をサラリーマンとして雇ったのですが、二人はそれぞれ今まで頑張って作り上げてき
た事務所、いわば、「自分の分身」である事務所を閉めて、私に雇われたのです。 
私にとっても「自分の事務所」というのは、ここまで育ててきた、子供のようにも感じられる、大事なものでした。 
それが、10月からは、3人の事務所になった訳です。 
私にとっては、今は場所も名前も組織形態も変わった事務所ですが、今も変わらず手のかかる子供のような存在でもあり続け
ます。 
今回の勉強会のサブタイトルでいうところの「もう一人の私」に近い感情です。 
しかし、それだけではなく、みんなにとっても大事な事務所です。 
私が二人を雇っているからといって、私が何もかも決めて、二人に「させる」という感じでもないのも事実です。 
実際に、秦は私の師匠として、中村は私のプロデューサー（今はマネージャーも兼ねています）として、事務所に、私に意見
してくれます。 
私ひとりの事務所ではなく、みんなの事務所なのです。 
サブタイトルでいうところの「みんなで私」です。 
しかし、の連続でお聞き苦しいかもしれませんが、しかし二人は事あるごとに、「あんたの事務所やねんで。最後は自分で決
めりや」と言います。 
私の判断、私の決定で事務所を動かしていくということに、責任をひしひしと感じています。 
こういうときに「もう一人の私」なのだと強く感じます。 
さらに、しかし、正直に「迷っている」「決められない」「相談したい」と言えば、三人で話し合ったり意見を求めたり決断を
代わってもらうこともできるので、それはありがたいことだと思っています。 
というわけで、「もう一人の私」と「みんなで私」を行ったり来たりしています。 
そういう意味でも、この事務所もやはり、「もう一人の私、みんなで私」なんだなと実感しております。 
 
始めるときには法人化しなかったのですが、もちろん将来的には、この事務所を法人化することは構想しています。 
講義でもお話が出てきましたが、法人化するメリットもたくさんありますので、いつの日かまた、「行政書士法人」として、さ
らに生まれ変わる日が来るかもしれません。 
それに、「集客勉強会Kūel（く～える）」で中村が話していましたが、「2つめのキャッシュポイント」を設定するため新事業を
展開するときに、新法人を立ち上げるということも考えられるわけです。 
せっかく縁あってこうしてみんなの事務所になったわけですから、「1＋1＋1＝3」ではなく、それ以上に、大きなものを得
たいと思っているのです。 
そのための新法人が、また別の、新しい「もう一人の私」もしくは「もう一人の中村」、あるいは「もう一組の私たち」になる
わけです（秦はもう新しいことにはチャレンジしたくないと言っているので「もう一人の秦」は誕生しそうにないです(笑)）。 
道のりは長いですし、いいこと悪いこと、嬉しいことくじけそうなこと、たくさん待っていると思いますが、それを迎えて乗
り越えるのも、1人ではなく3人ですから、ここでも「みんなで私」だな、と思うわけです。 
こんなふうに始まった新事務所です。これからもどうぞよろしくお願いいたします。 
 
このように、新体制となって初めての勉強会だったので、お茶会では新事務所への質問がたくさん飛び交いました。 
「毎日通っているの？」 
「3人行政書士ってすごいけど、2人も雇ってるの？」 
「大丈夫？ 大変じゃない？」 
などなど。 
確かに大変なことも多いですが、 
「皆様、何かありましたら是非お声かけいただき、お手伝いさせて下さい」 
とお願いして参りました。 
私も久しぶりにいろいろとお話しできて楽しかったです。 
 
今回もコメダ珈琲店阪南店さんにはお世話になりました。 
「シロノワール小枝」、とてもおいしかったです。 
甘いものを食べると辛いことも頑張れる気がしてきます。 
これからも新たな気持ちで頑張ります。 
そして今回も、家族に助けられました。 
娘相手にリハーサルをし、ときどき鋭い突っ込みが入りながら、ここでまた鍛えられました。 
娘が大きくなったら一緒に講義をしたいです。 
そのときはよろしくね。 

行政書士 澤田 郁 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

事務局からのお知らせ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

編集後記 
阪南市でコメ勉を開いている同じ時、岸和田市の事務所では看板が設置されました。 
所長の澤田に代わって、先代所長の秦が新看板と記念撮影（パシャリ）。 
産業会館（商工会議所）の真向かいにあります。 
お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄りください！ 
よろしくお願いいたします。                       コメ勉プロデューサー 
                                           はた･さわだ行政書士事務所 
                                                 副所長 行政書士 中村道彦 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コメ勉が訊く! 聴く! 効く!」 

（通称 : コメきく）は現在 

第５号まで発行しています。 

無料で PDF ファイルまたは 

印刷してお配りしています。 

お申込みは澤田事務所まで。 

コメダ de 勉強会＆相談会事務局      （はた･さわだ行政書士事務所） 

大阪府岸和田市別所町 3 丁目 10 番 4 号  TEL：072-423-8222 

メール：info@gyosei-kaoru.com FAX：072-423-8236 

サイト：http://gyosei-kaoru.com 「澤田かおる行政書士」で検索を 

レジュメは  YouTube  

にアップしています。 

「第 11 回コメダ勉強会」 

でご検索・ご閲覧を。 

わたくし中村も勉強会を開設 
しました。集客方法を先輩達 
から学ぶ勉強会です。勉強会 
というよりトークショーです。 
Kūel（く～える）という名前です。 
初回ゲストが澤田と秦でした。 
楽しく開催できて嬉しいです ! 


